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貨物自動車運送事業法令試験の実施結果について
（令和６年１１月１２日実施分）



一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験問題 一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験問題
（注意事項：設問の文中には、一部省略しているものもあります。） （注意事項：設問の文中には、一部省略しているものもあります。）

問題１ 【貨物自動車運送事業法】（定義） 問題１ 【貨物自動車運送事業法】（定義）

（　 　　） （　○　）

問題２ 【貨物自動車運送事業法】（欠格事由） 問題２ 【貨物自動車運送事業法】（欠格事由）

（　 　　） （　○　）

問題３ 【貨物自動車運送事業法】（事業計画） 問題３ 【貨物自動車運送事業法】（事業計画）

（　 　　） （　○　）

問題４ 【貨物自動車運送事業法】（運賃及び料金等の掲示等） 問題４ 【貨物自動車運送事業法】（運賃及び料金等の掲示等）

（　 　　） （　×　）

一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の
変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運送約款そ
の他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆
に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交
通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
て行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応
じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆
の閲覧に供しようと努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運送約款そ
の他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆
に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交
通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
て行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応
じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆
の閲覧に供しようと努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の
変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であ
るときには、一般貨物自動車運送事業の許可をしてはならない。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車
（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であっ
て、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

Ⅰ．次の問題の文章で正しいものには〇を、誤っているものには×を（　　　　)内に記入しなさい。 Ⅰ．次の問題の文章で正しいものには〇を、誤っているものには×を（　　　　)内に記入しなさい。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車
（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であっ
て、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

国土交通大臣は、許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であ
るときには、一般貨物自動車運送事業の許可をしてはならない。

実施日時　　令和　　　年　　　月　　　日　　 

申請者名（法人名）　　　　　　　　　　　　　　　

受験者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実施日時　　令和　　　年　　　月　　　日　　 

申請者名（法人名）　　　　　　　　　　　　　　　

受験者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　



問題５ 【貨物自動車運送事業法】（輸送の安全性の向上） 問題５ 【貨物自動車運送事業法】（輸送の安全性の向上）

（　 　　） （　○　）

問題６ 【貨物自動車運送事業法】（輸送の安全） 問題６ 【貨物自動車運送事業法】（輸送の安全）

（　 　　） （　×　）

問題７ 【貨物自動車運送事業法】（事業の適確な遂行） 問題７ 【貨物自動車運送事業法】（事業の適確な遂行）

（　 　　） （　○　）

問題８ 【貨物自動車運送事業法】（公衆の利便を阻害する行為の禁止等） 問題８ 【貨物自動車運送事業法】（公衆の利便を阻害する行為の禁止等）

（　 　　） （　○　）

問題９ 【貨物自動車運送事業法】（相続） 問題９ 【貨物自動車運送事業法】（相続）

（　 　　） （　×　）

一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある
場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定め
たときは、その者。）が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経
営しようとするときは、被相続人の死亡後九十日以内に、国土交通大臣の認可を受けな
ければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶え
ず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果
を生ずるような競争をしてはならない。

一般貨物自動車運送事業者は、健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険
料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項に関し国土交通省令で定める基準
を遵守しなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとな
る運送（以下「過積載による運送」という。）の引受け、過積載による運送を前提とする事業
用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積
載による運送の指示をすることができる。

一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶え
ず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険
料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項に関し国土交通省令で定める基準
を遵守しなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果
を生ずるような競争をしてはならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとな
る運送（以下「過積載による運送」という。）の引受け、過積載による運送を前提とする事業
用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積
載による運送の指示をすることができる。

一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある
場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定め
たときは、その者。）が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経
営しようとするときは、被相続人の死亡後九十日以内に、国土交通大臣の認可を受けな
ければならない。



問題１０ 【貨物自動車運送事業法】（事業の休止及び廃止） 問題１０ 【貨物自動車運送事業法】（事業の休止及び廃止）

（　 　　） （　×　）

問題１１ 【貨物自動車運送事業法】（許可の取消し等） 問題１１ 【貨物自動車運送事業法】（許可の取消し等）

（　 　　） （　×　）

問題１２ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転等の防止） 問題１２ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転等の防止）

（　 　　） （　×　）

問題１３ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点検等のための施設） 問題１３ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点検等のための施設）

（　 　　） （　○　）

問題１４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行指示書による指示等）　　 問題１４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行指示書による指示等）　　

（　 　　） （　○　）

一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年
間保存しなければならない。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及
び清掃のための施設を設けなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自
動車の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならないが、選任
する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、三月以内の期間を定
めて使用される者又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに
至った者を除く。）であってはならない。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に
基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五
条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付し
た条件に違反したときには、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の
当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物
自動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三
十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三
十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に
基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五
条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付し
た条件に違反したときには、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の
当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物
自動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自
動車の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならないが、選任
する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、三月以内の期間を定
めて使用される者又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに
至った者を除く。）であってはならない。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及
び清掃のための施設を設けなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年
間保存しなければならない。



問題１５ 【貨物自動車運送事業報告規則】（運賃及び料金の届出） 問題１５ 【貨物自動車運送事業報告規則】（運賃及び料金の届出）

（　 　　） （　○　）

問題１６ 【自動車事故報告規則】（速報） 問題１６ 【自動車事故報告規則】（速報）

（　 　　） （　×　）

問題１７ 【道路運送法】（有償運送） 問題１７ 【道路運送法】（有償運送）

（　 　　） （　○　）

問題１８ 【道路運送法】（使用の制限及び禁止） 問題１８ 【道路運送法】（使用の制限及び禁止）

（　 　　） （　○　）

問題１９ 【道路運送車両法】（日常点検整備） 問題１９ 【道路運送車両法】（日常点検整備）

（　 　　） （　×　）

自動車の所有者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国
土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の
日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が貨物自動車運送事業法第三条若しくは
第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自
家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したときは、六月以内において期間を
定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。

自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要する
とき、市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人そ
の他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当
該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送を行うとき又は
公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて
地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。

事業者等は、その使用する自動車について、三人以上の重傷者（自動車損害賠償保障法
施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。）を生じた事故があっ
たときは、電話その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、
その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

運賃料金設定（変更）届出書には、設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、
額及び適用方法を記載しなければならない。

自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要する
とき、市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人そ
の他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当
該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送を行うとき又は
公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて
地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。

運賃料金設定（変更）届出書には、設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、
額及び適用方法を記載しなければならない。

事業者等は、その使用する自動車について、三人以上の重傷者（自動車損害賠償保障法
施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。）を生じた事故があっ
たときは、電話その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、
その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が貨物自動車運送事業法第三条若しくは
第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自
家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したときは、六月以内において期間を
定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。

自動車の所有者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国
土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の
日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。



問題２０ 【道路運送車両法】（整備管理者） 問題２０ 【道路運送車両法】（整備管理者）

（　 　　） （　○　）

問題２１ 【労働基準法】（労働条件の原則） 問題２１ 【労働基準法】（労働条件の原則）

（　 　　） （　○　）

問題２２ 【労働基準法】（解雇の予告） 問題２２ 【労働基準法】（解雇の予告）

（　 　　） （　×　）

問題２３ 【下請代金支払遅延等防止法】（目的） 問題２３ 【下請代金支払遅延等防止法】（目的）

（　 　　） （　×　）

問題２４ 【下請代金支払遅延等防止法】（下請代金の支払期日） 問題２４ 【下請代金支払遅延等防止法】（下請代金の支払期日）

（　 　　） （　×　）

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも六十日前にその予告をし
なければならない。六十日前に予告をしない使用者は、六十日分以上の平均賃金を支払
わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、こ
の限りでない。

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この
基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように
努めなければならない。

自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処
理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる
車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交
通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する
実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整
備管理者を選任しなければならない。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも六十日前にその予告をし
なければならない。六十日前に予告をしない使用者は、六十日分以上の平均賃金を支払
わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、こ
の限りでない。

この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に
対する取引を公正ならしめるとともに、親事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全
な発達に寄与することを目的とする。

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかど
うかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場合は、下
請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。）から起算して、九十日の期間内に
おいて、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処
理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる
車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交
通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する
実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整
備管理者を選任しなければならない。

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この
基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように
努めなければならない。

この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に
対する取引を公正ならしめるとともに、親事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全
な発達に寄与することを目的とする。

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかど
うかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場合は、下
請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。）から起算して、九十日の期間内に
おいて、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。



問題２５ 【貨物自動車運送事業法】（事業改善の命令） 問題２５ 【貨物自動車運送事業法】（事業改善の命令）

ア．運送約款を変更すること。. （　 　　） ア．運送約款を変更すること。. （　○　）
イ．自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。 （　 　　） イ．自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。 （　○　）
ウ．荷主との取引を停止すること。 （　 　　） ウ．荷主との取引を停止すること。 （　×　）

問題２６
【貨物自動車運送事業法】（許可の申請）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業計画）

問題２６
【貨物自動車運送事業法】（許可の申請）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業計画）

ア．荷主の概要 （　 　　） ア．荷主の概要 （　×　）
イ．自動車車庫の位置及び収容能力 （　 　　） イ．自動車車庫の位置及び収容能力 （　○　）
ウ．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別　 （　 　　） ウ．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別　 （　○　）

問題２７
【貨物自動車運送事業法】（運送約款）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（運送約款の記載事項）

問題２７
【貨物自動車運送事業法】（運送約款）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（運送約款の記載事項）

ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 （　 　　） ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 （　○　）
イ．運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 （　 　　） イ．運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 （　○　）
ウ．運送の引受けに関する事項　 （　 　　） ウ．運送の引受けに関する事項　 （　○　）

問題２８ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（従業員に対する指導及び監督） 問題２８ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（従業員に対する指導及び監督）

ア．死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号、第三号
　又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした
　者

（　 　　）
ア．死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号、第三号
　又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした
　者

（　○　）

イ．運行管理者として新たに雇い入れた者 （　 　　） イ．運行管理者として新たに雇い入れた者 （　×　）
ウ．未成年者 （　 　　） ウ．未成年者 （　×　）

Ⅱ．次の問題の文章の指示に従って、設問に答えなさい。Ⅱ．次の問題の文章の指示に従って、設問に答えなさい。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必
要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し事業改善を命ずることがで
きるが、次のア～ウについて、国土交通大臣が一般貨物自動車運送事業者に命ずること
ができる事項として正しいものには〇を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必
要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し事業改善を命ずることがで
きるが、次のア～ウについて、国土交通大臣が一般貨物自動車運送事業者に命ずること
ができる事項として正しいものには〇を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、貨物自動車運送事業法施行規
則で定める事項に関する事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ
ならないが、次のア～ウについて、事業計画に記載しなければならない事項として正しい
ものには○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、貨物自動車運送事業法施行規
則で定める事項に関する事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ
ならないが、次のア～ウについて、事業計画に記載しなければならない事項として正しい
ものには○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないが、次のア～ウについて、運送約款に記載する事項として正しいものには○を、
誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないが、次のア～ウについて、運送約款に記載する事項として正しいものには○を、
誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運転者に
対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指
導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって、国土交通大臣の認定
を受けたものを受けさせなければならないが、次のア～ウについて、その対象となる運転
者として正しいものには○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運転者に
対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指
導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって、国土交通大臣の認定
を受けたものを受けさせなければならないが、次のア～ウについて、その対象となる運転
者として正しいものには○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。



問題２９ 【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書） 問題２９ 【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書）

１　事業報告書 （　 　　） １　事業報告書 （　オ　）
２　事業実績報告書 （　 　　） ２　事業実績報告書 （　イ　）

問題３０
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等）

問題３０
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等）

ア．勤務終了後、継続六時間以上の休息期間を与えること。 （　 　　） ア．勤務終了後、継続六時間以上の休息期間を与えること。 （　×　）

イ．一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間
　を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十八時間とすること。

（　 　　）
イ．一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間
　を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十八時間とすること。

（　×　）

一般貨物自動車運送事業者は、次の１及び２の報告書を主たる事務所の所在地を管轄
する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期をア～カか
ら正しいものをそれぞれ1つ選び、（　）内に記入しなさい。

貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間とし
て定められているもののうち、次のア、イについて、正しいものには○を、誤っているもの
には×を（　）内に記入しなさい。

貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間とし
て定められているもののうち、次のア、イについて、正しいものには○を、誤っているもの
には×を（　）内に記入しなさい。

ア．前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年五月三十一日
　まで
イ．前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで
ウ．前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
エ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百二十日以内
オ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
カ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後九十日以内

ア．前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年五月三十一日
　まで
イ．前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで
ウ．前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
エ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百二十日以内
オ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
カ．毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後九十日以内

一般貨物自動車運送事業者は、次の１及び２の報告書を主たる事務所の所在地を管轄
する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期をア～カか
ら正しいものをそれぞれ1つ選び、（　）内に記入しなさい。



受験者数 合格者数 合格率

令和6年11月 32 26 81.3%

｢一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験｣の

 令和６年１１月の受験者数及び合格者数については 下記のとおり 


